
入 門 講 座

　著作物については、企業の広報活動（ホームページ、会社案内等）、広告活動（チラシ・フライヤー・カ
タログ・商品説明書等）等のさまざまな分野において、法的権利処理が必要になります。
　たとえば、写真であれば撮影者が著作者であり、著作権者となります。
　企業がカメラマンの撮影した写真を事業活動に採択するときには、撮影者との間において、写真利用の
許諾または著作権譲渡について契約を取り交わします。また、著作権の権利処理とは別に、写真の被写体
が一般の人物であれば肖像権、有名人であればパブリシティ権の権利処理が必要になります。撮影対象が

「ねぶた」などの美術の著作物であれば、その写真を改変すれば、著作権や著作者人格権（ねぶた師）を侵
害するとみられる場合もあります。

　著作物の種類には、写真の他に「言語の著作物」（小説、論文、俳句、講演、演説等）、「音楽の著作物」（楽
曲、楽曲と同時に使用される歌詞）、「映画の著作物」（映画、テレビ番組、ゲームソフト等）のように様々
なものがあります。今回は、イメージキャラクター（イラスト：美術の著作物）の公募を例にして、著作
権マネジメントの実際をご紹介しましょう。

　ある公的機関（〇〇市◎◎◎◎協議会、以下「協議会」という。）が、イメージキャラクターを一般
公募しました。公募要領には「採用されたイメージキャラクターについては、著作権を含むすべての
権利は協議会に譲渡する。」との文言を入れてあるとのことです。その協議会から行政書士であるあ
なたに、キャラクターを決定したので、その後の手続についてアドバイスしてほしいと相談があり
ました。さて、どのように対応したらよいでしょうか。

１．公募要領の内容確認

著作権マネジメント入門講座 知的資産専門部会
委員長 上辻　靖夫
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　最初に確認するのは、公募要領の記載、採用されたイラスト、そして実際の使われ方等です。今後のキャ
ラクターの使用予定も聞いておきます。

２．契約書作成
　公募要領では、採用されたイラストの創作者（＝著作者）に、著作権、商品化権等の譲渡を求めていること、
着ぐるみ等への著作物の改変も予定していることを読み取り、今後の使用予定も勘案して契約書を作成し
ていきます。

　著作権の譲渡にあっては、第２条にある「著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。）を
譲渡した」のように、「著作権法第27条及び第28条」を特掲する方法によって行います。もし、このような
特掲を行わないときは、著作者にそれらの権利、すなわち二次的著作物（原著作物を翻訳・編曲・変形・
脚色・映画化・その他翻案したもの）の創作権と二次的著作物の利用権は留保（参考１：著作権法第61条
第２項）されます。今回は、公募により採択したイラストとしての利用以外に「着ぐるみ」（立体的形状）
その他への改変を予定しているため、改変できる権利（二次的著作物の創作権）の譲渡は必須となります。
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【参考：著作権法第61条】
（著作権の譲渡）
　第六十一条　著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
　　　　　２　著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する　権利が譲渡の目的

として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

　第４条及び第５条の記載は、二次的著作物の創作権の譲渡を第２条で明記しているため、わざわざ記載
する必要がないともいえます。しかし、もし将来、このキャラクターが人気となり、よく知られるように
なったときに、契約範囲の解釈に疑義が残らないようあえて記載してあります。第７条は、たとえ二次的
著作物の創作権を甲が取得したときでも、著作者人格権に基づく「同一性保持権」（参考２：著作権法第20
条第１項）という権利（一身専属制の権利）が著作者にはありますので、意に反する改変を認めない権利
を著作者が行使しないことを明らかにするために、特記しています。

【参考２：著作権法第20条第１項】
（同一性保持権）
　第二十条　　著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれら

の変更、切除その他の改変を受けないものとする。

３．著作権登録申請
　合意書の第３条で確認した著作権
の移転（譲渡）を原因とする「著作
権登録申請」について解説します。

　譲渡人は、採択された著作物の著
作者、譲受人は今回の依頼者である
協議会です。「著作物の複製物」と
は、著作物の種類が「美術の著作物」
であるときに添付するイラストのコ
ピーのことであり、A4かそれより
小さい用紙で添付します。
　この申請書には、登録権利者の委
任状と登録義務者の単独申請承諾書
を添付していますので、押印は代理
人欄の氏名の右横の一か所のみとな
ります。
　登録されると、協議会が、著作権
の譲渡を受けた著作権者であること
について第三者対抗要件を具備する
ことになります。
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（添付書類：著作物の明細書）

　「著作物の内容又は体様」については、400字以内で記載します。
　詳細は、以下の文化庁HPからダウンロードできる「登録の手引き」の中の「【著作物の明細書】記載上の
注意事項」を参照してください。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html

（添付書類：譲渡証書）

　登録義務者は著作者、登録権利者は依頼者である協議会です。
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（添付書類：単独申請承諾書）

　譲渡人（登録義務者）に「譲渡証書」を渡して押印していただくときに、「単独申請承諾書」にも押印し
ていただくと、著作権登録申請書への押印にお願いに行かなくてすみます。また、譲渡人にとっても手間
が省けます。

（添付書類：委任状）
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（参考：協議会ホームページでの著作権に関する案内文例）

　これ以外に許諾の条件、範囲、期限、対価等を定めた「イメージキャラクター利用規程」の作成提案等
を行うこともできます。

　先月の本誌上でも告知しましたとおり、会費の納入方法については、株式会社シーエスエス
を利用した口座自動引落しの方法に移行いたします。
　つきましては、口座自動引落しとなっていない会員の皆さま宛てに、本会から「預金口座振替
申込書 自動払込利用申込書」をお送りしておりますので、必要事項を記載いただき同封の返信
用封筒をご利用の上、本会事務局あてにご提出いただくようお願い申し上げます。
　既に口座自動引落しとなっている会員の皆さまにおいては、改めてお申込みの必要はありま
せん。
　なお事務処理が集中しますので、できるだけ速やかにご提出ください。
　（平成27年２月27日金曜日　本会事務局必着）
　また返信用封筒は、新会館に移転した後もそのままご使用ください（新所在地へ転送されま
す）。

会費　口座自動引落し手続のご連絡
財務部からのお知らせ

※用紙等は日行連ホームページからダウンロードできます。事務局にもあります。● 総務部からのお知らせ

１．【登録事項の変更について】

★日行連「行政書士名簿」の登録事項（事務所･住所･本籍･氏名･電話等）に変更が生じたときは、遅滞なく
　本会事務局へ変更届を提出してください。市町合併による変更の場合も届出が必要です。
※登録事項以外（FAX・E-mail等）の変更がある場合もご報告ください。

２．【登録抹消（退会）について】

★登録抹消日は日行連の受付日になります。
★月末に業務の廃止を予定している場合は、抹消届出書を兵庫会事務局にその月の20日必着で提出して
　ください。（日行連への直送不可）
　遅れた場合、翌月処理となり、翌月の会費を納めていただくことになります。
★「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の未使用分は必ず返還してください。
★行政書士登録証・証票、会員証、徽章なども返還してください。
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